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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一つ以上の画像処理装置と、当該画像処理装置とネットワークを介して接続される一つ
以上の情報処理端末とを有する画像処理システムであって、
　前記画像処理装置は、
　　　前記画像処理装置の稼働状態の変化を検知する検知手段と、
　　　前記ネットワークを介して前記情報処理端末と通信する第一通信手段と、
　　　前記画像処理装置の稼働状態の変化が検知されると、当該稼働状態が変化したこと
を示す検知情報を前記ネットワークを介して前記情報処理端末に送信するよう前記第一通
信手段を制御するとともに、前記検知情報を受信した情報処理端末から送信される、前記
画像処理装置を排他的に使用することを要求する排他使用要求を前記第一通信手段に受信
させる第一制御手段と、
　　　前記排他使用要求を送信してきた情報処理端末に対して、排他接続を許可できる場
合に画像処理を実行する画像処理手段と
を有し、
　前記情報処理端末は、
　　　前記ネットワークを介して前記画像処理装置と通信する第二通信手段と、
　　　前記第二通信手段により前記検知情報が受信されると、ユーザによる画像処理装置
の指定を待たずに、当該検知情報を送信してきた画像処理装置に対して当該画像処理装置
を排他的に使用することを要求する排他使用要求を送信するように前記第二通信手段を制
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御する第二制御手段と
を有し、
　前記情報処理端末の前記第二制御手段は、前記情報処理端末において前記画像処理装置
と接続するためのアプリケーションが起動された状態であって前記画像処理装置から前記
検知情報を受信できる待機状態において、一つの画像処理装置から前記検知情報を受信し
たときは前記排他使用要求を送信するように前記第二通信手段を制御し、複数の画像処理
装置から前記検知情報を受信したときは前記排他使用要求を前記第二通信手段に送信させ
ないことを特徴とする画像処理システム。
【請求項２】
　前記第二制御手段は、前記情報処理端末を前記画像処理装置と接続するための待機状態
に遷移させ、当該待機状態において前記第二通信手段により前記検知情報が受信されると
、前記排他使用要求を送信することを特徴とする請求項１に記載の画像処理システム。
【請求項３】
　前記画像処理装置の前記第一制御手段は、
　前記排他使用要求を受信すると、当該排他使用要求を送信してきた情報処理端末以外の
情報処理端末によって当該画像処理装置が使用されているかどうかに基づき、当該排他使
用要求を送信してきた情報処理端末によって当該画像処理装置を排他的に使用可能かどう
かを判定する判定手段をさらに有し、前記判定手段が前記排他的に使用可能と判定すると
、前記排他的に使用可能であることを示す使用可能情報を送信するように前記第一通信手
段を制御するように構成されており、
　前記情報処理端末の前記第二制御手段は、
　前記第二通信手段によって前記使用可能情報が受信されると、前記第二通信手段によっ
て前記画像処理の開始を要求する開始要求を送信可能に制御するように構成されているこ
とを特徴とする請求項１または２に記載の画像処理システム。
【請求項４】
　前記画像処理装置の前記第一制御手段は、
　前記判定手段が排他的に使用可能でないと判定すると、排他的に使用できないことを示
す使用不可能情報を送信するように前記第一通信手段を制御するように構成されており、
　前記情報処理端末の前記第二制御手段は、
　前記第二通信手段によって前記使用不可能情報が受信されると、前記画像処理を実行で
きないことを示す情報を表示装置に表示させるように構成されていることを特徴とする請
求項３に記載の画像処理システム。
【請求項５】
　前記画像処理装置は、
　当該画像処理装置を排他的に使用している情報処理端末の識別情報を記憶するとともに
、当該情報処理端末による当該画像処理装置の使用が終了すると当該識別情報が消去され
る記憶手段をさらに有し、
　前記画像処理装置の前記判定手段は、前記記憶手段に識別情報が記憶されているかどう
かに基づき、前記画像処理装置を排他的に使用可能かどうかを判定するように構成されて
いることを特徴とする請求項３または４に記載の画像処理システム。
【請求項６】
　前記画像処理装置の前記第一制御手段は、前記記憶手段に記憶されている識別情報と、
前記開始要求に付与されている識別情報とが一致しているときに前記画像処理を実行し、
前記記憶手段に記憶されている識別情報と、前記開始要求に付与されている識別情報とが
一致していないときに前記画像処理を実行しないことを特徴とする請求項５に記載の画像
処理システム。
【請求項７】
　前記画像処理装置の稼働状態はユーザ操作に応じて変化することを特徴とする請求項１
ないし６のいずれか１項に記載の画像処理システム。
【請求項８】
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　前記画像処理装置は画像読取装置であり、
　前記検知手段は、ユーザによって原稿載置部に原稿が載置されたことを検知するように
構成されていることを特徴とする請求項７に記載の画像処理システム。
【請求項９】
　前記画像処理装置は画像読取装置であり、所定のユーザ操作を受け付ける受付手段を有
し、
　前記検知手段は、前記受付手段によって前記ユーザ操作が受け付けられたことを検知す
るように構成されていることを特徴とする請求項７に記載の画像処理システム。
【請求項１０】
　前記情報処理端末の前記第二制御手段は、２つの画像処理装置から前記検知情報を受信
した時刻の時間差が閾値以下であるときに、前記排他使用要求を前記第二通信手段に送信
させないことを特徴とする請求項１ないし９のいずれか１項に記載の画像処理システム。
【請求項１１】
　複数の画像処理装置から前記検知情報を受信したときは、前記複数の画像処理装置のう
ち排他使用要求を送信する画像処理装置を選択するための画面を前記情報処理端末に表示
することを特徴とする請求項１ないし１０のいずれか１項に記載の画像処理システム。
【請求項１２】
　画像処理装置であって、請求項１ないし１１のいずれか１項に記載された前記画像処理
システムにおいて使用されることを特徴とする画像処理装置。
【請求項１３】
　情報処理端末であって、請求項１ないし１１のいずれか１項に記載された前記画像処理
システムにおいて使用される前記情報処理端末であることを特徴とする情報処理端末。
【請求項１４】
　一つ以上の画像処理装置と、当該画像処理装置とネットワークを介して接続される一つ
以上の情報処理端末とを有する画像読取システムの制御方法であって、
　前記情報処理端末が、前記画像処理装置と接続するための待機状態に遷移する工程と、
　前記画像処理装置が、前記画像処理装置の稼働状態の変化を検知する工程と、
　前記画像処理装置が、前記変化を検知すると、当該変化が検知されたことを示す検知情
報を前記ネットワークを介して前記情報処理端末に送信する工程と、
　前記情報処理端末が、前記検知情報を受信する工程と、
　前記情報処理端末が、前記待機状態において前記検知情報を受信すると、前記検知情報
を送信してきた画像処理装置に対して当該画像処理装置を排他的に使用することを要求す
る排他使用要求を送信する工程と、
　前記画像処理装置が、前記検知情報を受信した情報処理端末から送信された前記排他使
用要求を受信する工程と、
　前記画像処理装置が、前記排他使用要求を送信してきた情報処理端末に対して画像読取
を実行して読取結果を送信する工程と、
　前記情報処理端末が、前記読取結果を受信する工程と
を有し、
　前記情報処理端末は、一つの画像処理装置から前記検知情報を受信したときは前記排他
使用要求を送信し、複数の画像処理装置から前記検知情報を受信したときは前記排他使用
要求を送信しないことを特徴とする制御方法。
【請求項１５】
　一つ以上の画像読取装置と、当該画像読取装置とネットワークを介して接続される一つ
以上の情報処理端末とを有する画像読取システムであって、
　前記画像読取装置は、
　　　原稿が載置される原稿載置手段と、
　　　前記原稿載置手段に載置された原稿を検知する検知手段と、
　　　前記原稿が検知されると、当該原稿が検知されたことを示す検知情報を前記ネット
ワークを介して前記情報処理端末に送信する第一送信手段と、
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　　　前記検知情報を受信した情報処理端末から送信される、前記画像読取装置を排他的
に使用することを要求する排他使用要求を受信する第一受信手段と、
　　　前記排他使用要求を送信してきた情報処理端末に対して画像読取を実行して読取結
果を送信する画像読取手段と
を有し、
　前記情報処理端末は、
　　　前記検知情報を受信する第二受信手段と、
　　　前記画像読取装置と接続するための待機状態において前記検知情報が受信されると
、前記検知情報を送信してきた画像読取装置に対して当該画像読取装置を排他的に使用す
ることを要求する排他使用要求を送信する第二送信手段と、
　　　前記読取結果を受信する第三受信手段と
を有し、
　前記情報処理端末は、一つの画像処理装置から前記検知情報を受信したときは前記排他
使用要求を送信し、複数の画像処理装置から前記検知情報を受信したときは前記排他使用
要求を送信しないことを特徴とする画像読取システム。
【請求項１６】
　一つ以上の画像読取装置と、当該画像読取装置とネットワークを介して接続される一つ
以上の情報処理端末とを有する画像読取システムにおいて、当該情報処理端末に、
　前記画像読取装置と接続して画像読取を実行するための待機状態に前記情報処理端末を
遷移させる工程と、
　前記画像読取装置によって原稿が検知されると送信される、当該原稿が検知されたこと
を示す検知情報を前記ネットワークを介して受信する工程と、
　前記待機状態において前記検知情報を受信すると、前記検知情報を送信してきた画像読
取装置に対して当該画像読取装置を排他的に使用することを要求する排他使用要求を送信
する工程と、
　前記排他使用要求を受信した前記画像読取装置によって画像読取が実行されて送信され
る読取結果を受信する工程と、
　前記情報処理端末は、一つの画像処理装置から前記検知情報を受信したときは前記排他
使用要求を送信し、複数の画像処理装置から前記検知情報を受信したときは前記排他使用
要求を送信する工程と
を実行させるプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像処理システムにおいて情報処理端末と画像処理装置とをネットワークを
介して接続する技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　スキャナや複合機等の複数の画像処理装置をパーソナルコンピュータやスマートフォン
等の情報処理端末に接続するシステムがある。このようなシステムでは、利用者は、画像
処理装置の名称やＩＰアドレスを認識しておらず、利用しようとする画像処理装置を情報
処理端末から指定することが困難であった。特許文献１によれば、情報処理端末が複数の
画像読取装置からそれぞれ原稿の載置状態を取得し一覧表示し、利用者が一覧から使用し
たい画像読取装置を指定するシステムが開示されている。利用者は、自ら原稿を置いた画
像読取装置が一覧に表示されるため、その画像読取装置を容易に指定できるようになると
いう。また、特許文献１には、画像処理装置の稼働状態が変化した時刻が最も新しい画像
読取装置を制御対象として自動的に選択することが記載されている（段落０１００）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
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【特許文献１】特開２０１３－２４００３０公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、特許文献１に記載された発明では、複数の画像読取装置の状態の変化が同時刻
帯に発生した場合、情報処理端末が意図していない画像処理装置とペアリングされてしま
う可能性があった。そこで、本発明は、情報処理端末が意図していない画像処理装置とペ
アリングされにくくすることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明は、たとえば、
　一つ以上の画像処理装置と、当該画像処理装置とネットワークを介して接続される一つ
以上の情報処理端末とを有する画像処理システムであって、
　前記画像処理装置は、
　　　前記画像処理装置の稼働状態の変化を検知する検知手段と、
　　　前記ネットワークを介して前記情報処理端末と通信する第一通信手段と、
　　　前記画像処理装置の稼働状態の変化が検知されると、当該稼働状態が変化したこと
を示す検知情報を前記ネットワークを介して前記情報処理端末に送信するよう前記第一通
信手段を制御するとともに、前記検知情報を受信した情報処理端末から送信される、前記
画像処理装置を排他的に使用することを要求する排他使用要求を前記第一通信手段に受信
させる第一制御手段と、
　　　前記排他使用要求を送信してきた情報処理端末に対して、排他接続を許可できる場
合に画像処理を実行する画像処理手段と
を有し、
　前記情報処理端末は、
　　　前記ネットワークを介して前記画像処理装置と通信する第二通信手段と、
　　　前記第二通信手段により前記検知情報が受信されると、ユーザによる画像処理装置
の指定を待たずに、当該検知情報を送信してきた画像処理装置に対して当該画像処理装置
を排他的に使用することを要求する排他使用要求を送信するように前記第二通信手段を制
御する第二制御手段と
を有し、
　前前記情報処理端末の前記第二制御手段は、前記情報処理端末において前記画像処理装
置と接続するためのアプリケーションが起動された状態であって前記画像処理装置から前
記検知情報を受信できる待機状態において、一つの画像処理装置から前記検知情報を受信
したときは前記排他使用要求を送信するように前記第二通信手段を制御し、複数の画像処
理装置から前記検知情報を受信したときは前記排他使用要求を前記第二通信手段に送信さ
せないことを特徴とする。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明によれば、情報処理端末が意図していない画像処理装置とペアリングされにくく
なる。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】画像処理システムの概略図である。
【図２】画像処理装置の概略断面図である。
【図３】画像処理システムの機能を示すブロック図である。
【図４】情報処理端末が実行する一連の動作を示すフローチャートである。
【図５】画像処理装置が実行する一連の動作を示すフローチャートである。
【図６】ＵＩの一例を示す図である。
【図７】ＵＩの一例を示す図である。
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【図８】ＵＩの一例を示す図である。
【図９】ＵＩの一例を示す図である。
【図１０】ＵＩの一例を示す図である。
【図１１】情報処理端末が実行する一部の動作を示すフローチャートである。
【図１２】ＵＩの一例を示す図である。
【図１３】画像処理システムの機能を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　＜画像処理システム＞
　図１は画像読取システムである画像処理システム１の概略図である。図１によれば複数
の画像処理装置１００がネットワークを介して情報処理端末２００に接続されている。た
だし、本実施形態は、一つの画像処理装置１００が一つの情報処理端末２００に接続され
る場合にも適用可能である。また、ネットワークはアクセスポイント３００により構成さ
れているが、複数のルーターやアクセスポイント、ネットワークスイッチなどが介在して
いてもよい。また、ネットワークはBluetooth（登録商標）のようなピコネットワークで
あってもよい。この場合、アクセスポイント３００の機能はマスターとして動作する通信
装置（画像処理装置１００または情報処理端末２００）に搭載されることになる。ここで
は、画像処理装置１００としてイメージスキャナを一例とするが、ユーザが用紙を手差し
トレイにセットするプリンタであってもよい。
【０００９】
　図１に示すように、画像処理装置１００ａ、１００ｂおよび１００ｃは画像の読取を行
う画像読取装置である。情報処理端末２００ａ、２００ｂは、いずれかの画像処理装置に
接続して画像の読取を指示するコンピュータである。情報処理端末２００ａ、２００ｂは
、スマートフォンやデジタルカメラであってもよい。情報処理端末２００ａ、２００ｂと
、画像処理装置１００ａないし１００ｃは、たとえば、無線通信や有線通信によりアクセ
スポイント３００と接続する。複数の画像処理装置１００ａ～１００ｃはいずれも同一の
機能を有する。そのため、複数の画像処理装置１００ａ～１００ｃを総じて画像処理装置
１００として説明する。また、複数の情報処理端末２００ａ～２００ｂは、いずれも同一
の機能を有する。そのため、複数の情報処理端末２００ａ～２００ｂを総じて情報処理端
末２００として説明する。
【００１０】
　＜画像処理装置＞
　図２は画像処理装置１００の概略断面図である。図２に示すように、画像処理装置１０
０のピックアップローラー１１０は、原稿Ｄをピックアップして搬送路内を搬送する。搬
送ローラー１１１は搬送路を挟んで対向する位置に対になって配置され、原稿Ｄを搬送す
る。読取ユニット１１２は、搬送ローラー１１１によって搬送されてきた原稿Ｄを読み取
るイメージセンサである。排出ローラー１１３は搬送路の出口側の端部に配置されており
、搬送ローラー１１１によって搬送されてきた原稿Ｄを画像処理装置１００の外部へ排出
する。原稿センサ１１４は搬送路の入り口付近に配置されており、原稿Ｄの有無を示す検
知信号を生成する。原稿センサ１１４は画像処理装置の稼働状態の変化を検知する検知手
段の一例である。搬送路の入り口や搬送路の底面部は、原稿が載置される原稿載置手段と
して機能する。なお、給紙トレイやＡＤＦ（自動原稿給紙装置）が原稿載置手段として設
けられてもよい。
【００１１】
　＜画像処理システムの機能＞
　図３は画像処理装置１００の内部構成とアクセスポイント３００の内部構成と情報処理
端末２００の内部構成およびこれらの関連を示すブロック図である。図３に示すように、
画像処理装置１００においてＩＰ制御部１２０は第一制御手段の一例であり、画像処理装
置１００の各部を制御するＣＰＵやＡＳＩＣ（特定用途集積回路）などである。画像処理
部１２３は読取ユニット１１２から画像信号を受け取り、シェーディング補正などの画像
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処理を施して画像データを作成し、ＩＰメモリ１２４に書き込む。ＩＰメモリ１２４は、
各種の設定値や画像データを記憶する記憶装置である。ＩＰメモリ１２４はＲＡＭやＲＯ
Ｍなどにより構成されている。ＩＰ通信部１２５は、ネットワークを介して情報処理端末
と通信する第一通信手段の一例であり、画像処理装置１００やアクセスポイント３００と
通信する通信装置である。ＩＰ通信部１２５は、たとえば、ＩＥＥＥや３ＧＰＰなどの標
準化団体により策定された無線ＬＡＮの規格や有線ＬＡＮの規格などの通信規格に準拠し
て動作する。
【００１２】
　情報処理端末２００においてＩＴ制御部２２０は第二制御手段の一例であり、情報処理
端末２００の各部を制御するＣＰＵなどである。入出力部２２２は、ユーザ操作を受け付
けたり、ユーザに情報を出力したりするユニットである。入出力部２２２は、たとえば、
入力部として機能するタッチパネルや、グラフィカルインターフェイスを表示する表示部
とを有している。ＩＴメモリ２２３は各種の設定値や、画像処理装置１００から受信した
画像データを記憶する記憶装置である。ＩＴメモリ２２３もＲＡＭやＲＯＭなどの記憶装
置を含む。ＩＴ通信部２２１は第二通信手段の一例であり、情報処理端末２００やアクセ
スポイント３００と通信する通信装置である。ＩＴ通信部２２１は、たとえば、ＩＥＥＥ
や３ＧＰＰなどの標準化団体により策定された無線ＬＡＮの規格や有線ＬＡＮの規格など
の通信規格に準拠して動作する。クロック部２２４は時刻を計時するリアルタイムクロッ
クなどの時計である。クロック部２２４はネットワークタイムプロトコルなどを用いて、
ネットワーク内に存在する他の情報処理端末のクロック部２２４と時刻情報を同期させて
いるものとする。
【００１３】
　アクセスポイント３００においてＡＰ制御部３２０はアクセスポイント３００の各部を
制御するＣＰＵなどである。ＡＰメモリ３２２は各種の設定値（ＳＳＩＤやパスワードな
ど）を格納する記憶装置であり、ＲＯＭやＲＡＭなどを含む。ＡＰ通信部３２１はアクセ
スポイント３００や画像処理装置１００と通信する通信装置である。ＡＰ通信部３２１は
、たとえば、ＩＥＥＥや３ＧＰＰなどの標準化団体により策定された無線ＬＡＮの規格や
有線ＬＡＮの規格などの通信規格に準拠して動作する。たとえば、ＡＰ通信部３２１は、
ビーコン信号を送信し、ビーコン信号を受信したＩＰ通信部１２５やＩＴ通信部２２１と
の間に無線通信のコネクションを確立して維持する。ビーコン信号は、たとえば、ＩＥＥ
Ｅ８０２．１１シリーズに準拠して一定期間ごとに発信される信号であり、ネットワーク
の識別子であるＳＳＩＤを含む。
【００１４】
　アクセスポイント３００は、アクセスポイント３００と接続を維持しているすべての通
信機器に対して、ＩＰアドレスを割り当てる。アクセスポイント３００はルーティングテ
ーブルを作成し、ＩＰアドレスと各通信機器のＭＡＣアドレスとを関連付けて管理する。
ＩＰアドレスは、画像処理システム１内に存在する全ての通信機器に割り当てられる一意
の識別情報である。画像処理装置１００内のＩＰ制御部１２０は、ＩＰ通信部１２５を介
してデータを送信する際は、送信先のＩＰアドレスを指定する。同様に、情報処理端末２
００内のＩＴ制御部２２０は、ＩＴ通信部２２１を介してデータを送信する際は、送信先
のＩＰアドレスを指定する。アクセスポイント３００内のＡＰ制御部３２０は、ＡＰ通信
部３２１を介してデータを受信すると、データの送信先を確認する。ＡＰ制御部３２０は
ルーティングテーブルを参照し、送信先のＩＰアドレスが割り当てられた通信機器へＡＰ
通信部３２１を介してデータを送信する。
【００１５】
　＜フローチャート＞
　図４は情報処理端末２００が実行する処理を示すフローチャートである。図５は画像処
理装置１００が実行する処理を示すフローチャートである。情報処理端末２００のＩＴ制
御部２２０は、入出力部２２２を通じてアプリケーションの起動指示を受け付けると、ア
プリケーションのプログラムをＩＴメモリ２２３のＲＯＭから読み出して実行する。図４
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に示した処理はアプリケーションにしたがってＩＴ制御部２２０により実行される。画像
処理装置１００は電源装置から電力を供給されて起動すると、ＩＰメモリ１２４のＲＯＭ
から制御プログラムを読み出して図５に示した処理を実行する。
【００１６】
　Ｓ１で情報処理端末２００のＩＴ制御部２２０は入出力部２２２に初期画面を表示する
。図６はアプリケーションのユーザインタフェース（ＵＩ）を構成する初期画面の一例を
示す図である。図６に示すように、ＩＴ制御部２２０は、説明テキスト２３１と待機ボタ
ン２３２とを含む初期画面の表示データを作成し、入出力部２２２に表示させる。説明テ
キスト２３１は、待機ボタン２３２を押し下げることをユーザに促すテキストである。
【００１７】
　Ｓ２でＩＴ制御部２２０は入出力部２２２に対するユーザ操作を監視し、待機ボタン２
３２が押し下げされたかどうかを調べる。ＩＴ制御部２２０は、待機ボタン２３２が押し
下げされていない場合、一定時間スリープしてからＳ２に戻る。待機ボタン２３２が押し
下げされている場合、ＩＴ制御部２２０はステップＳ３へ進む。
【００１８】
　Ｓ３でＩＴ制御部２２０は、入出力部２２２に表示しているＵＩを更新し、ＩＴ通信部
２２１が検知信号ＤＥＴＥＣＴを受信するまで待機状態へ移行（遷移）する。つまり、情
報処理端末２００は、画像処理装置１００と接続して画像処理を実行するための待機状態
に遷移する。検知信号ＤＥＴＥＣＴは、画像処理装置１００における状態の変化を示す信
号である。たとえば、ＩＰ制御部１２０がユーザ操作（例：原稿の載置）を検知したとき
に送信される信号である。
【００１９】
　図７は入出力部２２２に表示されるＵＩの一例を示す図である。図７に示すように、説
明テキスト２４１が入出力部２２２に表示される。説明テキスト２４１は、情報処理端末
２００の現在の状態を示すテキストやユーザに対する指示を示すテキストなどである。本
実施例では、ユーザが原稿の読取を行わせようとする画像処理装置１００に対して原稿を
セットする行為はユーザが使用を希望する画像処理装置１００の選択行為としてＩＴ制御
部２２０に認識される。
【００２０】
　ここで、画像処理装置１００の動作を説明する。Ｓ２１でＩＰ制御部１２０は画像処理
装置１００の稼働状態が変化したかどうかを検知する。たとえば、ＩＰ制御部１２０は所
定のユーザ操作が実行されたかどうかを検知する。より具体的には、ＩＰ制御部１２０は
原稿センサ１１４によって原稿Ｄが検知されたかどうかを判定する。原稿センサ１１４に
よって原稿Ｄが検知されなかった場合、Ｓ２１に戻る。原稿センサ１１４によって原稿Ｄ
が検知された場合、Ｓ２２に進む。
【００２１】
　Ｓ２２でＩＰ制御部１２０はＩＰ通信部１２５を介して検知信号ＤＥＴＥＣＴを送信す
る。ＩＰ通信部１２５は、たとえば、画像処理システム１内に存在する全ての通信機器の
ＩＰアドレスを送信先ＩＰアドレスとし、検知信号ＤＥＴＥＣＴを送信する。これは、送
信先ＩＰアドレスとしてブロードキャストアドレスを設定することにより実行可能である
。なお、ＩＰ通信部１２５が画像処理システム１内に存在する全ての通信機器のＩＰアド
レスをリストアップして把握しているときは、リストップされているＩＰアドレスが検知
信号ＤＥＴＥＣＴに設定されてもよい。
【００２２】
　ここで情報処理端末２００の説明に戻る。Ｓ３で検知信号ＤＥＴＥＣＴが受信されると
Ｓ４に進む。Ｓ４でＩＰ制御部１２０は、検知信号ＤＥＴＥＣＴの送信元である画像処理
装置１００のＩＰアドレスを送信元ＩＰアドレス情報ＳＲＣ＿ＩＰとしてＩＴメモリ２２
３へ格納し、ＩＴ通信部２２１を介して接続要求信号ＣＯＮＮＥＣＴを送信する。接続要
求信号ＣＯＮＮＥＣＴは、検知信号ＤＥＴＥＣＴを送信してきた画像処理装置１００に対
して情報処理端末２００が排他的に接続することを要求する信号である。検知信号ＤＥＴ



(9) JP 6514563 B2 2019.5.15

10

20

30

40

50

ＥＣＴの宛先アドレスとしては、送信元ＩＰアドレス情報ＳＲＣ＿ＩＰにより保持されて
いるＩＰアドレスが設定される。
【００２３】
　ここで画像処理装置１００の説明に戻る。Ｓ２３でＩＰ通信部１２５は接続要求信号Ｃ
ＯＮＮＥＣＴを受信したかどうかを判定する。接続要求信号ＣＯＮＮＥＣＴを受信すると
、ＩＰ通信部１２５はＳ２４に進む。
【００２４】
　Ｓ２４でＩＰ制御部１２０は接続要求信号ＣＯＮＮＥＣＴを送信してきた情報処理端末
２００に対して排他接続を許可できるかどうかを判定する。たとえば、ＩＰ制御部１２０
はＩＰメモリ１２４に排他接続元ＩＰアドレス情報ＣＯＮ＿ＳＲＣ＿ＩＰが格納されてい
るかどうかを判定する。排他接続元ＩＰアドレス情報ＣＯＮ＿ＳＲＣ＿ＩＰは、画像処理
装置１００に対して情報処理端末２００による排他的な接続が実行されている間にわたっ
てＩＰメモリ１２４に保持される情報である。排他接続元ＩＰアドレス情報ＣＯＮ＿ＳＲ
Ｃ＿ＩＰは、排他的な接続が終了すると、ＩＰ制御部１２０によってＩＰメモリ１２４か
ら消去される。ＩＰメモリ１２４に排他接続元ＩＰアドレス情報ＣＯＮ＿ＳＲＣ＿ＩＰが
格納されていない場合は排他接続を許可できるため、ＩＰ制御部１２０はＳ２５に進む。
ＩＰメモリ１２４に排他接続元ＩＰアドレス情報ＣＯＮ＿ＳＲＣ＿ＩＰがすでに格納され
ている場合は排他接続を許可できないため、ＩＰ制御部１２０はＳ３０へ進む。Ｓ３０で
ＩＰ制御部１２０は不許可を示す応答信号を作成して送信する。たとえば、ＩＰ制御部１
２０は接続要求信号ＣＯＮＮＥＣＴに対応する応答信号である排他接続応答信号ＣＯＮ＿
ＲＥＳにＥＲＲ（エラー）を設定する。排他接続応答信号ＣＯＮ＿ＲＥＳの宛先には接続
要求信号ＣＯＮＮＥＣＴの送信元アドレスが設定される。
【００２５】
　Ｓ２５でＩＰ制御部１２０は排他接続を許可することを示す応答信号を作成して送信す
る。たとえば、ＩＰ制御部１２０は排他接続応答信号ＣＯＮ＿ＲＥＳにＯＫを設定して送
信する。さらに、ＩＰ制御部１２０は、排他接続要求信号ＣＯＮＮＥＣＴの送信元ＩＰア
ドレスを排他接続元ＩＰアドレス情報ＣＯＮ＿ＳＲＣ＿ＩＰとしてＩＰメモリ１２４に格
納する。
【００２６】
　ここで情報処理端末２００の説明に戻る。Ｓ５でＩＴ制御部２２０は接続応答信号ＣＯ
Ｎ＿ＲＥＳを受信したかどうかを判定する。接続応答信号ＣＯＮ＿ＲＥＳを受信すると、
ＩＴ制御部２２０はＳ５の待機ループを抜けてＳ６に進む。
【００２７】
　Ｓ６でＩＴ制御部２２０は接続応答信号ＣＯＮ＿ＲＥＳを解析し、排他接続が許可され
たかどうかを判定する。ＩＴ制御部２２０は、接続応答信号ＣＯＮ＿ＲＥＳにＯＫが設定
されていれば、排他接続が許可されたと判定してＳ７に進み、接続応答信号ＣＯＮ＿ＲＥ
ＳにＥＲＲが設定されていれば、排他接続が拒絶されたと判定してＳ１３に進む。Ｓ１３
でＩＴ制御部２２０は、入出力部２２２にエラー画面を表示し、情報処理端末２００の一
連の動作を終了する。
【００２８】
　図８はエラー画面の一例を示す図である。図８に示すように情報処理端末２００内のＩ
Ｔ制御部２２０は説明テキスト２５１を含むエラー画面を入出力部２２２に表示する。説
明テキスト２５１には、たとえば、排他接続に失敗したことを示すメッセージや、ユーザ
がどのように対処すべきかを示唆するメッセージなどが含まれうる。
【００２９】
　Ｓ７でＩＴ制御部２２０は入出力部２２２に読取待機画面を表示する。図９は読取待機
画面の一例を示す図である。図９に示すようにＩＴ制御部２２０は説明テキスト２６１お
よび読取ボタン２６２を含む読取待機画面の表示データを作成して入出力部２２２に渡す
ことで、入出力部２２２に読取待機画面を表示させる。説明テキスト２６１は、排他接続
が許可されたことを示すメッセージや、どのようなユーザ操作によって読み取りが開始さ
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れるかを示すガイダンスなどが含まれていてもよい。読取ボタン２６２は、読み取りの開
始を指示するためのＵＩである。読み取りの開始を指示することが可能なＵＩであれば、
必ずしもボタンでなくてもよい。
【００３０】
　Ｓ８でＩＴ制御部２２０は読み取りの開始を指示するユーザ操作が実行されたかどうか
を判定する。たとえば、ＩＴ制御部２２０は入出力部２２２に対するユーザ操作を示す入
力信号に基づき、読取ボタン２６２が押し下げされたかどうかを判定する。読取ボタン２
６２が押し下げされていない場合、ＩＴ制御部２２０はＳ８を繰り返し実行して待機する
。読取ボタン２６２が押し下げされた場合、Ｓ９に進む。
【００３１】
　Ｓ９でＩＴ制御部２２０はＩＴ通信部２２１を介して読取要求信号ＩＭＧ＿ＲＥＱを送
信する。ＩＴ制御部２２０はＩＴメモリ２２３に格納されている送信元ＩＰアドレス情報
ＳＲＣ＿ＩＰを読取要求信号ＩＭＧ＿ＲＥＱの送信先ＩＰアドレスに設定し、読取要求信
号ＩＭＧ＿ＲＥＱを送信する。
【００３２】
　ここで画像処理装置１００の説明に戻る。Ｓ２６でＩＰ制御部１２０はＩＰ通信部１２
５により読取要求信号ＩＭＧ＿ＲＥＱを受信したかどうかを判定する。読取要求信号ＩＭ
Ｇ＿ＲＥＱを受信すると、Ｓ２７に進む。
【００３３】
　Ｓ２７でＩＰ制御部１２０は画像処理部１２３や読取ユニット１１２を制御して原稿Ｄ
の読み取りを実行して画像データＩＭＧを作成し、画像データＩＭＧを転送するための読
取応答信号ＩＭＧ＿ＲＥＳを生成して送信する。たとえば、ＩＰ制御部１２０は、モータ
ーなどの駆動手段を駆動してピックアップローラー１１０や搬送ローラー１１１を回転さ
せ、原稿Ｄを搬送する。読取ユニット１１２は原稿Ｄを光学的に読み取り、読み取った結
果である画像データＩＭＧをＩＰメモリ１２４に格納する。ＩＰメモリ１２４に画像デー
タＩＭＧが格納されると、ＩＰ制御部１２０は、画像処理部１２３に対し、画像データＩ
ＭＧに対する画像処理を指示する。画像処理部１２３は、シェーディング補正や色補正等
種々の画像処理を画像データＩＭＧに施す。画像読取の動作は、原稿センサ１１４が原稿
Ｄの存在を検知している間、繰り返し実行される。ＩＰ制御部１２０は、原稿センサ１１
４が原稿Ｄをもはや検知しなくなると、画像の読み取りを終了し、画像データＩＭＧを読
取応答信号ＩＭＧ＿ＲＥＳに設定する。ＩＰ通信部１２５は、ＩＰメモリ１２４に格納さ
れた排他接続元ＩＰアドレスＣＯＮ＿ＳＲＣ＿ＩＰを送信先ＩＰアドレスとし、読取応答
信号ＩＭＧ＿ＲＥＳを送信する。
【００３４】
　ここで情報処理端末２００の説明に戻る。Ｓ１０でＩＴ制御部２２０はＩＴ通信部２２
１により読取応答信号ＩＭＧ＿ＲＥＳを受信したかどうかを判定する。読取応答信号ＩＭ
Ｇ＿ＲＥＳが受信されると、Ｓ１１に進む。
【００３５】
　Ｓ１１でＩＴ制御部２２０は読取応答信号ＩＭＧ＿ＲＥＳに含まれる画像データＩＭＧ
をレンダリングしてＵＩの表示データを作成し、入出力部２２２に表示する。図１０は読
取画像を表示するＵＩの一例を示す図である。図１０に示すようにＩＴ制御部２２０は画
像データＩＭＧのサムネイル画像２７１を作成し、入出力部２２２に表示する。
【００３６】
　Ｓ１２でＩＴ制御部２２０は排他接続を解除するための解除信号ＤＩＳＣＯＮを、ＩＴ
通信部２２１を介して送信する。ＩＴ通信部２２１は、ＩＴメモリ２２３に格納された送
信元ＩＰアドレス情報ＳＲＣ＿ＩＰを送信先ＩＰアドレスとして解除信号ＤＩＳＣＯＮを
送信する。さらに、ＩＴ制御部２２０は、ＩＴメモリ２２３に格納された送信元ＩＰアド
レス情報ＳＲＣ＿ＩＰを削除する。以上の動作を終えると、情報処理端末２００は、一連
の動作を終了する。
【００３７】
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　ここで画像処理装置１００の説明に戻る。Ｓ２８でＩＰ制御部１２０はＩＰ通信部１２
５により解除信号ＤＩＳＣＯＮを受信したかどうかを判定する。解除信号ＤＩＳＣＯＮが
受信されると、ＩＰ制御部１２０は、ＩＰメモリ１２４に格納されていた排他接続元ＩＰ
アドレス情報ＣＯＮ＿ＳＲＣ＿ＩＰを削除し、画像処理装置１００の一連の動作を終了す
る。
【００３８】
　このように情報処理端末２００は画像処理装置１００の状態を監視し、画像処理装置１
００の稼働状態が変化すると、稼働状態が変化した画像処理装置１００に自動的に接続す
る。よって、ユーザは、画像処理装置１００のリストから所望の画像処理装置１００を選
択する手間を省けるようになり、情報処理端末２００から画像処理装置１００に接続する
際の利便性が向上しよう。
【００３９】
　ところで、オフィス環境などでは多数の画像処理装置１００が設置され、多数のユーザ
によってこれらが共有されることがある。たとえば、複数のユーザがそれぞれ自己の情報
処理端末２００でアプリケーションを起動して、それぞれ異なる画像処理装置１００に対
して同時刻に原稿をセットしてしまうことが考えられる。たとえば、ユーザＡが情報処理
端末２００ａを使用しており、画像処理装置１００ａに原稿をセットし、ユーザＢが情報
処理端末２００ｂを使用しており、画像処理装置１００ｂに原稿をセットしたと仮定する
。この場合、ユーザＡの情報処理端末２００ａと、ユーザＢが原稿をセットした画像処理
装置１００ｂとがペアリングされてしまうかもしれない。ユーザＢの原稿がユーザＡには
秘匿されるべき原稿であった場合、誤ったペアリングによって情報漏洩が発生してしまう
。そこで、本実施例では、画像処理装置と情報処理端末との誤ったペアリングを抑制する
ことを目的とする。
【００４０】
　ここでは上述したＳ３のステップが以下のようなステップに置換されるものとする。と
りわけ、情報処理端末２００内のＩＴ制御部２２０は、ＩＴ通信部２２１により検知信号
ＤＥＴＥＣＴを受信すると、検知信号ＤＥＴＥＣＴの送信元ＩＰアドレスである送信元Ｉ
Ｐアドレス情報ＳＲＣ＿ＩＰの付加情報として、クロック部２２４から取得したクロック
時間ＣＰＵ＿ＴＩＭＥをＳＲＣ＿ＩＰと対（ペア）にしてＩＰメモリ１２４に格納する。
【００４１】
　図１１はＳ３と置換される複数のステップを示すフローチャートである。図１１に示す
ように、Ｓ３１でＩＴ制御部２２０は複数の検知信号ＤＥＴＥＣＴを受信したかどうかを
判定する。上述したように、ＩＴ制御部２２０は、検知信号ＤＥＴＥＣＴを受信すると、
検知信号ＤＥＴＥＣＴに含まれている送信元ＩＰアドレス情報ＳＲＣ＿ＩＰをＩＴメモリ
２２３に記憶させるように構成されている。そこで、ＩＴ制御部２２０は、ＩＴメモリ２
２３に複数の送信元ＩＰアドレス情報ＳＲＣ＿ＩＰが格納されているかどうかを判定する
ことで、複数の検知信号ＤＥＴＥＣＴを受信したかどうかを判定してもよい。なお、ＩＴ
制御部２２０は、所定期間にわたって継続して検知信号ＤＥＴＥＣＴを検知するものとす
る。これは、情報処理端末から画像処理装置までユーザが移動するのに時間がかかる可能
性があることや、複数の画像処理装置から検知信号ＤＥＴＥＣＴを受信する可能性がある
からである。ＩＴメモリ２２３に複数の送信元ＩＰアドレス情報ＳＲＣ＿ＩＰが格納され
ている場合、ＩＴ制御部２２０はＳ３２に進む。ＩＴメモリ２２３に複数の送信元ＩＰア
ドレス情報ＳＲＣ＿ＩＰが格納されていない場合は、上述したＳ４へ進む。
【００４２】
　Ｓ３２でＩＴ制御部２２０は複数の応答信号が同時刻（または所定の時間範囲内）に受
信されたものであるかどうかを判定する。たとえば、ＩＴ制御部２２０はＩＴメモリ２２
３に格納されている複数の送信元ＩＰアドレス情報ＳＲＣ＿ＩＰのうち、クロック時間Ｃ
ＰＵ＿ＴＩＭＥが等しい複数の送信元ＩＰアドレス情報ＳＲＣ＿ＩＰが存在するかどうか
を判定する。クロック時間ＣＰＵ＿ＴＩＭＥが等しい複数の送信元ＩＰアドレス情報ＳＲ
Ｃ＿ＩＰが存在する場合、Ｓ３３へ進む。クロック時間ＣＰＵ＿ＴＩＭＥが等しい複数の
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送信元ＩＰアドレス情報ＳＲＣ＿ＩＰが存在しなかった場合、上述したＳ４へ進む。なお
、ＩＴ制御部２２０は、複数の送信元ＩＰアドレス情報ＳＲＣ＿ＩＰにそれぞれ関連付け
られているクロック時間ＣＰＵ＿ＴＩＭＥを比較し、最新のクロック時間ＣＰＵ＿ＴＩＭ
Ｅに対応づけられている送信元ＩＰアドレス情報ＳＲＣ＿ＩＰを送信先ＩＰアドレスとし
て選択する。なお、最新のクロック時間ＣＰＵ＿ＴＩＭＥではない古いクロック時間ＣＰ
Ｕ＿ＴＩＭＥに関連付けられている送信元ＩＰアドレス情報ＳＲＣ＿ＩＰをＩＴ制御部２
２０が削除してもよい。
【００４３】
　Ｓ３３でＩＴ制御部２２０はエラー画面を入出力部２２２に表示させる。さらに、ＩＴ
制御部２２０は、ＩＴメモリ２２３に格納された送信元ＩＰアドレス情報ＳＲＣ＿ＩＰを
削除し、Ｓ３１に戻る。
【００４４】
　図１２はエラー画面の一例を示す図である。図１２に示すようにＩＴ制御部２２０はテ
キスト情報２９１を入出力部２２２に表示する。テキスト情報２９１には、接続エラーが
発生した原因を示すテキストやユーザに対するアドバイスを示すテキストなどが含まれて
もよい。
【００４５】
　以上で説明したように本実施例によれば、複数の画像処理装置１００の状態が同時に変
化したことが検知されると、ユーザに対して画像処理装置１００の状態変化のリトライを
促すことができる。その結果、情報処理端末２００から画像処理装置１００に接続する際
の利便性が向上しよう。
【００４６】
　なお、本実施例に係る方法および構成は、本発明を実施するための一例にすぎず、本発
明の技術的範囲を限定するものではない。本実施例に係る画像処理装置１００は原稿Ｄが
原稿台に載置されると検知信号ＤＥＴＥＣＴを送信するものとして説明した。しかし、本
発明の画像処理システム１はこの方法に限定されるものではない。たとえば、画像処理装
置１００に押下可能なボタンスイッチが設けられてもよい。ＩＰ制御部１２０はボタンス
イッチが押し下げされたことを検知すると、検知信号ＤＥＴＥＣＴを送信してもよい。
【００４７】
　本実施例では、画像処理装置１００は検知信号ＤＥＴＥＣＴを送信すると接続要求信号
ＣＯＮＮＥＣＴを受信するまで待機するものとして説明した。しかし、画像処理システム
１はこの方法に限定されるものではない。たとえば、ＩＰ制御部１２０は接続要求信号Ｃ
ＯＮＮＥＣＴを受信するまで一定の間隔で検知信号ＤＥＴＥＣＴを送信し続けるように構
成されてもよい。また、画像処理装置１００と情報処理端末２００とが接続されている間
、一定間隔で検知信号ＤＥＴＥＣＴが送信され続けてもよい。
【００４８】
　また、情報処理端末２００は、クロック時間ＣＰＵ＿ＴＩＭＥが等しい複数の送信元Ｉ
Ｐアドレス情報ＳＲＣ＿ＩＰが存在したときにはエラー画面を表示して接続要求信号ＣＯ
ＮＮＥＣＴを送信しないものとして説明した。しかし、本発明の画像処理システム１はこ
の方法に限定されるものではない。たとえば、ＩＴ制御部２２０は複数のＩＰアドレス情
報ＳＲＣ＿ＩＰのそれぞれに対応づけられているクロック時間ＣＰＵ＿ＴＩＭＥの差を計
算してもよい。ＩＴ制御部２２０はその差がある一定の閾値以下であれば、エラー画面を
表示し、接続要求信号ＣＯＮＮＥＣＴの送信を禁止する構成としてもよい。また、その閾
値は、固定値ではなく、ユーザによって変更されてもよい。
【００４９】
　なお、本実施例に係る方法及び構成は、本発明を実施するための一例にすぎず、本発明
の技術的範囲を限定するものではない。本実施例に係る情報処理端末２００は、クロック
時間ＣＰＵ＿ＴＩＭＥが等しい複数の送信元ＩＰアドレス情報ＳＲＣ＿ＩＰが存在したと
きにはエラー画面を表示して送信要求信号ＣＯＮＮＥＣＴを送信しないものとして説明し
た。しかし、本発明の画像処理システム１はこの方法に限定されるものではない。たとえ
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ば、ＩＴ制御部２２０は、複数の送信元ＩＰアドレス情報ＳＲＣ＿ＩＰを入出力部２２２
の画面上に表示し、接続要求信号ＣＯＮＮＥＣＴを送信する画像処理装置をユーザによっ
て選択させてもよい。
【００５０】
　上述した画像処理装置１００は画像読取装置であるものとして説明したが、これは説明
の便宜上のものである。画像処理装置１００はプリンタや複合機などの画像形成装置であ
ってもよい。
【００５１】
　図１３は画像処理装置が画像形成装置である一例を示す図である。画像処理装置１００
は、画像形成ユニット１１５を有している。画像形成ユニット１１５の手差しトレイなど
給紙部には原稿センサ１１４が設けられている。つまり、ユーザは印刷を希望する画像形
成装置に用紙を設定することで、当該画像形成装置と自己の情報処理端末２００とを接続
させることができるようになる。この場合、情報処理端末２００において印刷対象が選択
されると、Ｓ１ないしＳ７が実行される。Ｓ８では印刷開始ボタンの押し下げ検知される
、Ｓ９では印刷ジョブのデータが送信される。Ｓ１０で印刷終了を示す応答信号が受信さ
れることになる。Ｓ１１では印刷完了を示すＵＩが表示されることになる。また、画像処
理装置１００では、Ｓ２６で印刷ジョブのデータが受信され、画像処理部１２３で印刷ジ
ョブのデータがＹＭＣＫの印刷データに変換され、画像形成ユニット１１５が印刷ジョブ
を実行する。印刷が完了すると、Ｓ２７に進み、ＩＰ制御部１２０は印刷終了を示す応答
信号を送信する。このように、画像処理装置１００は画像読取装置であってもよいし、画
像形成装置であってもよい。
【００５２】
　＜まとめ＞
　上述したように、画像処理システム１は、一つ以上の画像処理装置１００と、画像処理
装置１００とネットワークを介して接続される一つ以上の情報処理端末２００とを有する
。画像処理装置１００は画像処理装置１００の稼働状態の変化を検知するセンサ（例：原
稿センサ１１４やスイッチなど）を有している。ＩＰ制御部１２０は画像処理装置１００
の稼働状態の変化が検知されると、当該稼働状態が変化したことを示す検知情報（例：検
知信号ＤＥＴＥＣＴ）を、ネットワークを介して情報処理端末２００に送信するようＩＰ
通信部１２５を制御する。また、ＩＰ制御部１２０は検知情報を受信した情報処理端末２
００から送信される、画像処理装置１００を排他的に使用することを要求する排他使用要
求（例：接続要求信号ＣＯＮＮＥＣＴ）をＩＰ通信部１２５に受信させる。また、画像処
理部１２３は、排他使用要求を送信してきた情報処理端末２００に対して画像処理を実行
する。情報処理端末２００は、ＩＴ通信部２２１やＩＴ制御部２２０を有している。ＩＴ
制御部２２０は、画像処理装置１００と接続するための待機状態に遷移する。ＩＴ制御部
２２０は、待機状態においてＩＴ通信部２２１により検知情報が受信されると、ユーザに
よる画像処理装置１００の指定を待たずに、当該検知情報を送信してきた画像処理装置１
００に対して当該画像処理装置１００を排他的に使用することを要求する排他使用要求を
送信するようにＩＴ通信部２２１を制御する。このように、本実施例によれば、ＩＴ制御
部２２０は、ユーザによる画像処理装置１００の指定に依存することなく、画像処理装置
１００に排他使用要求を送信する。よって、ユーザは一覧から画像処理装置１００を選択
する手間を省けるようになるため、情報処理端末２００から画像処理装置１００へ接続す
る際の利便性がさらに向上する。
【００５３】
　図１１を用いて説明したように、ＩＴ制御部２２０は、一つの画像処理装置１００から
検知情報を受信したときは排他使用要求を送信するようにＩＴ通信部２２１を制御し、複
数の画像処理装置１００から検知情報を受信したときは排他使用要求をＩＴ通信部２２１
に送信させないように制御してもよい。これにより、意図していない画像処理装置と情報
処理端末とがペアリングしにくくなろう。たとえば、あるユーザがセットした原稿の読取
結果が他のユーザの端末に送信されてしまうことを抑制できるようになろう。
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【００５４】
　たとえば、情報処理端末２００のＩＴ制御部２２０は、２つの画像処理装置１００から
検知情報を受信した時刻の時間差が閾値以下であるときに、排他使用要求をＩＴ通信部２
２１に送信させない。これにより、意図していない画像処理装置と譲歩要処理端末とがペ
アリングしにくくなろう。その結果、あるユーザがセットした原稿の読取結果が他のユー
ザの端末に送信されてしまうことを抑制できるようになろう。
【００５５】
　Ｓ２４に関して説明したように、画像処理装置１００のＩＰ制御部１２０は、排他使用
要求を受信すると、当該排他使用要求を送信してきた情報処理端末以外の情報処理端末２
００によって当該画像処理装置１００が使用されているかどうかに基づき、当該排他使用
要求を送信してきた情報処理端末２００によって当該画像処理装置１００を排他的に使用
可能かどうかを判定する判定手段として機能してもよい。
【００５６】
　Ｓ２５に関して説明したように、ＩＰ制御部１２０が排他的に使用可能と判定すると、
排他的に使用可能であることを示す使用可能情報（例：ＯＫを設定された接続応答信号Ｃ
ＯＮ＿ＲＥＳ）を送信するようにＩＰ通信部１２５を制御する。Ｓ６ないしＳ９に関して
説明したように、情報処理端末２００のＩＴ制御部２２０は、ＩＴ通信部２２１によって
使用可能情報が受信されると、画像処理の開始を要求する開始要求（例：読取要求信号Ｉ
ＭＧ＿ＲＥＱ）を送信するようにＩＴ通信部２２１を制御する。
【００５７】
　Ｓ３０に関して説明したように、画像処理装置１００のＩＰ制御部１２０は排他的に使
用不可能と判定すると、排他的に使用不可能であることを示す使用不可能情報（例：ＥＲ
Ｒを設定された接続応答信号ＣＯＮ＿ＲＥＳ）を送信するようにＩＰ通信部１２５を制御
する。
【００５８】
　Ｓ６やＳ１３に関して説明したように、情報処理端末２００のＩＴ制御部２２０は、Ｉ
Ｔ通信部２２１によって使用不可能情報が受信されると、画像処理を実行できないことを
示す情報を表示装置に表示させてもよい。これによりユーザは画像処理装置１００を使用
できなかったことを容易に理解できるようになろう。
【００５９】
　画像処理装置１００は、当該画像処理装置１００を排他的に使用している情報処理端末
２００の識別情報を記憶するとともに、当該情報処理端末２００による当該画像処理装置
１００の使用が終了すると当該識別情報が消去されるＩＰメモリ１２４を有していてもよ
い。ＩＰ制御部１２０は、ＩＰメモリ１２４に識別情報が記憶されているかどうかに基づ
き、画像処理装置１００を排他的に使用可能かどうかを判定してもよい。このように情報
処理端末２００の識別情報を記憶しておくことで、簡単に、画像処理装置１００を排他的
に使用可能かどうかを判定できるようになる。
【００６０】
　Ｓ２６について、ＩＰ制御部１２０は、ＩＰメモリ１２４に記憶されている識別情報と
、開始要求（例：ＩＭＧ＿ＲＥＱ）に付与されている識別情報とが一致しているときに画
像処理を実行してもよい。また、ＩＰ制御部１２０は、ＩＰメモリ１２４に記憶されてい
る識別情報と、開始要求に付与されている識別情報とが一致していないときに画像処理を
実行しないように構成されてもよい。オフィス環境では多数の画像処理装置１００や多数
の情報処理端末２００が存在しうる。よって、他の情報処理端末２００が接続許可を得た
画像処理装置１００に対して他の情報処理端末２００から読取要求信号ＩＭＧ＿ＲＥＱが
届いてしまうことがあるかもしれない。よって、接続許可を取った情報処理端末２００の
識別情報と読取要求を送信してきた情報処理端末２００の識別情報とが一致したときに画
像の読み取りを実行させることで、他人の端末に読取結果が送信されてしまうことを抑制
できるようになろう。
【００６１】
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　画像処理装置１００の稼働状態はユーザ操作に応じて変化するものである。たとえば、
画像処理装置１００が画像読取装置である場合、状態検知を行うセンサは、ユーザによっ
て原稿載置部に原稿が載置されたことを検知する原稿センサ１１４により実現される。図
１３を用いて説明したように、画像処理装置１００が画像形成装置である場合、状態検知
を行うセンサは、ユーザによって給紙トレイに原稿が載置されたことを検知する原稿セン
サ１１４により実現される。
【００６２】
　状態検知を行うセンサとしては、所定のユーザ操作を受け付ける受付手段（ボタンなど
のスイッチなど）が画像処理装置１００に設けられてもよい。状態検知を行うセンサは、
受付手段によってユーザ操作が受け付けられたことを検知するように構成されてもよい。
このように、画像処理装置１００に設けられたスイッチに対するユーザによるスイッチ操
作に基づきユーザが使用を希望する画像処理装置が認識されてもよい。
【００６３】
　なお、情報処理端末２００のＩＴ制御部２２０は、複数の画像処理装置から検知情報を
受信したときは、複数の画像処理装置のうち排他使用要求を送信する画像処理装置を選択
するための画面を情報処理端末２００の表示装置（入出力部２２２）に表示してもよい。
【符号の説明】
【００６４】
　１００…画像処理装置、２００…情報処理端末、１１２…読取ユニット、１１４…原稿
センサ、１２０…ＩＰ制御部、２２０…ＩＴ制御部

【図１】

【図２】

【図３】
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